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地方独立行政法人川崎町立病院平成３０年度年度計画 

 

第１ 年度計画の期間 

    平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日 

 

第２ 住民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を達

成するためにとるべき措置 

 
（１）救急医療の取組み 

地域住民の救急医療のニーズに応えるため、受け入れ体制の充実を進め、 
消防署・医師会・保健センター等主催の救急医療懇親会及び公的病院会議 

等に参加をしながら消防署や地域医療機関等との連携を強化する。二次救急

医療体制（内科当番）と関連する施設基準（救急医療加算・夜間救急搬送医

学管理料・救急搬送患者地域連携受入加算等）を維持する。また、町立病院

で受け入れ対応が困難な場合については、地域の急性期病院等と緊密に連携

し、必要な処置を行い、搬送等により迅速かつ適切な対応を行う。 
 

（２）患者に満足される医療の提供 
 ①インフォームドコンセントの充実 
  説明と同意に関する手順の随時見直しを行い、患者や家族が診療内容を適

切に理解し、納得した上で患者本人が診療内容を選択出来るように十分な説

明を行う。また、説明スペースを確保については、設置場所、運用方法、費

用について協議し、プライバシーへの配慮、接遇の向上を図り、より相談し

やすい体制づくりを図る。 
 
②入院患者への薬剤管理 

  患者のＱＯＬ向上や病識の認知度向上等の観点から、薬剤師による薬剤

管理指導を、年間目標を定め実施する。 
 

 (３)  より安心できる医療の提供 
  ①院内感染防止対策の実施 
   院内感染対策委員会を中心にマニュアルや各種指針等を定期的に見直し、 

標準的予防策の徹底を行う。各種の感染に対し、感染源や感染経路に応じた

対応策を講じる事、針刺し事故など職業感染の防止策を実施する。 
 

  ②医療安全対策についての実施 
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    院内の医療安全に関する情報の収集・分析をリスクマネージャー会議

で行い、事故防止に向けた活動を医療安全対策委員会が主体となり実施

する。また、院外の医療安全に関する情報の収集や、他医療機関からの

業務改善内容等の情報収集及び必要な改善を行う。それに関連する研修

会に参加し自院の事故防止に活用し、医療安全対策の徹底を図る。 
   

（４）快適な医療環境の提供 
主に高齢者、障害者、身体機能低下にみられる患者に配慮した、手摺 

   の増設、トイレ環境の整備等の補修・改善を実施し、安全で利便性の高

い療養環境の整備を行う。また、外壁補修工事については、危険度や緊

急性を考慮しながら、町役場財政課と協議を行いながら進める。 
 
（５）質の高い医療の提供 
    当院で対応が困難な専門外の症例や高度で専門的な医療設備がある医

療機関への受診が必要な場合等に関しては、地域医療連携室が窓口とな

り、適切な連携先に円滑に紹介できるように、地域医療支援病院やがん

診療連携拠点病院等の地域の中核病院との連携の強化及び機能分担の推

進を行う。また、隣組医師会、救急懇親会、田川地域医療機関ネットワ

ーク協議会等への参加や、各部門において学会及び研修会に積極的に参

加し、医療の質的向上を図る。 
 
（６）法令・行動規範の遵守 
  ①法令・行動規範の遵守 
    町民及び患者やその家族から信頼される病院となるため、医療法等の

関係法令を遵守し、行動規範と職業倫理について、職員ひとりひとりの

意識向上を図るための、啓蒙活動を行う。具体的には、年１回程度、全

体集会で綱紀粛正を実施する。 
 
  ②医薬品管理体制の充実 
    薬品の適正在庫、保管、取扱等の、管理体制の充実を図る。また、医

薬品紛失事故の再発防止等を含め、法令及び当院の「医薬品業務手順書」、 
  「看護業務手順マニュアル」を遵守し、必要に応じて各種手順書の改定を 

行う。また、医薬品管理体制の随時見直しを行い、改訂が行われた場合は、 
随時関係部署に周知する。なお、重大な問題が発生した場合は、医療安全 
委員会等で早急に対応を協議する。 
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  ③患者・家族の意見要望への対応 
   患者満足度調査を継続実施し、ご意見箱の苦情や意見要望等について 
  は、クレーム対策委員会を開催し、分析及び対応について検討する。 
 
  ④診療情報開示等の適切な対応 
   個人情報保護及び診療情報開示に関しては、川崎町個人情報保護条例及 

び川崎町個人情報公開条例の趣旨を尊重し、町の機関に準じて適切に対応す 
る。開示を行う場合は、診療情報開示委員会で決定する。なお、法改正等で 
規約及び要綱を変更する場合は、随時柔軟に対応する。 

 
 （７）ボランティアとの協働によるサービス向上 
   ボランティアの情報収集、検討等を行い、地域に愛される病院として、 
  ボランティアとの協働によるサービス向上を行う。具体的に、人的なもの 

は、地域のボランティア団体の情報収集や共同可能な団体に依頼する。 
  写真・絵画・竹細工等の展示物については、ホームページや院内掲示等 
  を活用する。また、平成 23 年度から実施している、院内コンサートを継 
  続開催する。 
 
 （８）町の保健・福祉行政との連携 
   住民の健康増進及び予防を図るため介護予防体操等に取り組み、町の保

健センターや社会福祉協議会と連携し、公民館活動等の行事を継続的に実

施する。また、患者が退院後に自宅等で療養生活を営む為に町の高齢者福

祉課、社会福祉課、包括支援センター等関係部署及び地域の医療機関と連

携を強化する。 
 
 （９）災害時における医療協力 
   大規模災害や公衆衛生上重大な感染症等の被害が発生及び発生しようと

していることを想定した場合の町災害対策本部との連携など、迅速かつ適

切な対応が実行できる体制づくりを行う。また、院内においては年 2 回の

消防訓練を実施する。 
 
第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

１、 医療スタッフの確保、専門性及び医療技術の向上 
 

（１）医療スタッフの確保 
  ①医師の人材確保 
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   当院が提供する医療水準の維持向上を図るため、主に九州大学病院と福

岡県保健医療介護部医療指導課への訪問を、各年３回程度行い連携強化を

図り、自治医科大学からの内科常勤医師２名以上の確保を行う。また、福

岡県内の他大学病院との連携や複数の医師人材派遣会社を活用する。 
 
 ②看護師及び医療技術職員等の人材確保 
 福岡県内の看護学校訪問、採用求人に関する説明会等への参加を通して 
連携を強化する。院内の教育体制の充実、労働環境の向上に取り組み、看 
護師及び医療技術職員等の人材確保を行う。職員募集については、医療法 
、施設基準を遵守すると共に、業務量や休暇取得状況等を把握したうえで、

計画的な人員採用を行う。募集方法については、ハローワーク、新聞広告、

ホームページ等を活用する。 
 

 ③育児支援等による人材確保 
  全職種の職員が育児と業務の両立を支援し、安心して業務に専念出来る環  
 境とするために、育児支援に関する法改正に柔軟に対応し、規約の見直しを

行う。また、就学前児童を育てる看護師は、希望により夜勤免除を実施する。

職員に対して育児支援に関する情報提供を定期的に行う。また、院内託児所

を設置する。 
  

（２）専門性及び人材育成の充実 
 ①医師、看護師、医療技術部門の人材育成 
 標記の各部門において、重要度、必要性を十分考慮したうえで研修計画を

立案した後、財務状況をみながら執行し、専門性及び医療技術の向上を図る。 
また、研修会終了後には、研修内容の伝達講習を行う。必要に応じ、各種認

定資格の取得を促進する。看護部門は、認定看護師管理ファーストレベルの

研修に 1 名が参加する。 
 

 ②事務部門の人材育成 
 町の派遣職員からプロパー職員へ移行していくことから、病院経営の専  
門的知識や経営感覚に優れた人材を育成するため、各種資格（病院経営管 
理士・診療情報管理士・医療事務、簿記）取得や学会、研修会等にも積極 
的に参加し、民間病院の手法等を学び、経営の専門性を高めるように取り 
組む。また、若手職員に関しては、病院規模や事務職員の人員から考えた 
場合、一般事務だけでなく、医事、用度、財務等の研鑽が出来る体制を作 
る。 ※上記資格は、中期計画中の取得を目標にする。 
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２、 経営管理機能の充実 

 
（１）経営マネジメントの強化 
   町立病院の運営に当たっては、病院長、副院長、看護部長、事務長等の

各部門の長が出席して行われている経営企画会議を今後も定期的に開催を

行い、今後の医療制度改革、診療報酬改定等において、迅速に対応できる 
  経営マネジメントを強化する。また、医事部門の業者全部委託の見直しを

行う。 
 

（２）収益の確保 
   現在の医師及び看護師等の必要人員数、診療科等の診療機能を維持しな 
がら、患者数増と診療単価の向上に努める。具体的には、年間病床利用率８５％

以上の確保、各種施設基準取得、高度医療機器の有効活用を行う。また、未

収金の未然防止策と早期回収を行う。また、昨年度から開始した、眼科白内

障手術を継続して実施する。 
 
平成３０年度目標 

 
 
 
 
 
 
（３）費用節減 

費用削減の具体策として、薬品費、診療材料については、適正な在庫管 
理のための定量発注方式等を検討し実施する。医薬品納入価格の交渉を 
毎年度実施する。委託業務の複数年契約で契約満了となるものは、再度契約

内容を見直す。ジェネリック医薬品の採用率の向上を図る。また、経費節減

に関する情報収集を行い、可能性のあるものは、採用を検討する。 
 

（４）人事評価制度の構築 
   職員のモチベーション維持・向上を図るため、職員の努力を反映した人 

事及び昇任、昇格制度の整備を実施する。制度構築の準備として、研修会 
や独法病院等を通じ、人事評価制度に関する情報収集を行うと共に、現行 
制度勤務評価制度の見直しの検討を行う。  

入  院 外  来 
入院患者数 入院診療単価 外来患者数 外来診療単価 

一般 18,250人 22,500円 内科 22,546人 18,200円 

療養 13,870人 18,100円 外科 1,113人 7,000円 

白内障 288人 220,960円 眼科 4,176人    6,000円 
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４、 財務内容の改善に関する事項 
 

（１）運営費負担金の縮減に向けた経営基盤の確立 
   経営状況に応じて町立病院全体の運営費負担金の縮減が求められること

から、さらなる収入増や経費節減を行い、経営指標を用いながら経営の効

率化や健全化に向けた取組みを進め、安定した経営基盤を確立する。各種

経営指標（経常収支比率、医業収支比率、薬品費比率、人件費比率等）の

目標を設定し、達成に取り組む。 
 

（２）将来の設備投資に向けた財源の確保 
病院建替、改修等の多額な投資が必要なことから、他の地方独立行政法 

  人の例を参考にしながら、将来の設備投資に備えた財源確保の方法を検討

する。また、剰余金の処理は原則として、建設改良積立金として積立てを

行う方針であるが、適宜、町財政課と十分な協議を行う。 
 

第５ その他の業務運営に関する重要事項 

 

（１）新しい事業に伴う施設整備及び医療機器整備に関する計画 
  ①新規事業等の実施 

 新規事業に関しては、その都度準備委員会を設置し、内容等については十

分な検討を行う。オーダリングシステムの導入検討を行う。 
 

 ②医療機器の整備 
医療機器備品計画リストを作成し、財務状況を視野に入れ、収益向上に寄

与するものを中心に購入を検討する。また、財務状況を視野に入れ、購入後

のランニングコストを含めた計画、実施を行う。 
 
第６ 予算（人件費の見積りを含む）収支計画及び資金計画 

 

業務運営体制の効率化に関する目標を達成するための計画を確実に実施

することにより、全体の財務内容の改善を図る。 

１、平成３０年度 予  算  別紙１ 

２、平成３０年度 収支計画  別紙２ 

 

３、平成３０年度 資金計画  別紙３ 
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第７ 短期借入金の限度額 

１、限度額   １億円 

 

２、想定される理由 

  現時点では想定できないが、万一の資金不足への対応 

 

第８ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

 

なし 

 

第９ 剰余金の使途 

決算において剰余金が生じたときは、将来の投資（病院建物の整備、修繕、

医療機器の購入等）及び地方独立行政法４０条により処理する。 

 

第１０ 地方独立行政法人川崎町立病院に係る地方独立行政法人法等の施行に

関する規則（平成年規則第号）第４条で定める事項 

 

１、中期目標の期間を超える債務負担 

 

（１）移行前地方債償還債務                （単位：百万円） 

年度項目 H27 H28 H29 H30 中期目標

期間償還

額 

次期以降

償還額 

総債務償

還額 

移行前地方

債償還債務 

647 

 

566 481 392 357 392 749 

 

（２）リース債務                     （単位：百万円） 

 償還期間 中期目標期間 

事業費 

次期以降 

事業費 

総事業費 

医療機器等 平成２７年度

～ 

平成３０年度 

 
40 百万円 

 
7 百万円 

 
47 百万円 
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別紙１ 

平成３０年度予算 

（単位：千円） 

区     分 金    額 

収入 

営業収益 

 医業収益 

運営費負担金収益 

その他営業収益 

営業外収益 

   財務収益 

   運営費負担金収益 

運営費交付金収益 

その他営業外収益 

臨時利益 

資本収入 

長期借入金 

その他資本収入 

その他収入 

  計 

   

 １，１８１，６４７ 

 １，１２８，２４４ 

    ３７，９９１ 

     １５，４１２ 

    ５９，１７５ 

 １００ 

        ０ 

    ４４，２４３ 

    １４，８３２ 

    1 

      ５９，２３８

    ５９，２３８ 

      ０ 

０ 

１，３００，０６１ 

支出 

  営業費用 

医業費用 

給与費 

材料費 

経費 

減価償却費 

資産減耗費 

研究研修費 

一般管理費 

営業外費用 

臨時損失 

資本支出 

建設改良費 

医療機器等購入費 

企業債元金償還金 

 

 １，１９９，７５０ 

 １，１４５，８４９ 

   ６３３，３３４ 

   ３１５，７０４ 

   １５６，５８８ 

    ３４，１５１ 

        ２ 

     ６，０７０ 

    ５３，９０１ 

    ２２，６１２ 

    １１，０００ 

   １１２，１７４ 

         1 

１０，０００ 

８８，８５８ 
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リース債務償還金 

奨学金貸付金 

  その他の支出 

  計 

１２，９５５ 

３６０ 

０ 

１，３４５，５３６ 

注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 
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別紙２ 

平成３０年度収支計画 

（単位：千円） 

区     分 金     額 

収入の部 

営業収益 

医業収益 

運営費負担金収益 

資産見返補助金戻入 

資産見返物品受贈額戻入 

その他営業収益 

営業外収益 

運営費負担金収益 

運営費交付金収益 

その他営業外収益 

臨時利益 

１，２４０，８２３ 

１，１８１，６４７ 

１，１２８，２４４ 

 ３７，９９１ 

      ０ 

      ０ 

 １５，４１２ 

 ５９，１７５ 

      ０ 

 ４４，２４３ 

 １４，９３２ 

１ 

支出の部 

営業費用 

医業費用 

給与費 

材料費 

経費 

減価償却費 

研究研修費 

 一般管理費 

営業外費用 

臨時損失 

１，２３３，１７２ 

 １，１６４，３８７ 

 １，１１０，４８６ 

６３３，３３４ 

２９２，３１０ 

１４５，０３６ 

    ３３，９６３ 

  ５，８４３ 

 ５３，９０１ 

 ５７，７８５ 

 １１，０００ 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

 ７，６５１  

      ０ 

 ７，６５１  

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 
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別紙３ 

平成３０年度資金計画 

（単位：千円） 

区     分 金     額 

資金収入 

業務活動による収入 

診療業務による収入 

運営費負担金による収入 

その他の業務活動による収入 

臨時利益(特例債元金の 1/2) 

投資活動による収入 

運営費負担金による収入 

その他の投資活動による収入 

財務活動による収入 

    長期借入による収入 

その他の財務活動による収入 

前年度繰越金 

 １，５７３，５７２ 

 １，２６０，７６５ 

 １，１４３，６５６ 

   １４１，４７２ 

    １４，８３２ 

              １ 

       １００ 

         ０ 

           １００ 

         ０ 

         ０ 

         ０ 

   ３１２，８０７ 

資金支出 

業務活動による支出 

給与費支出 

材料費支出 

その他の業務活動による支出 

投資活動による支出 

有形固定資産の取得による支出 

その他の投資活動による支出 

財務活動による支出 

長期借入金の返済による支出 

移行前地方債償還債務の償還による支出 

その他の財務活動による支出 

次年度への繰越金 

 １，５７３，５７２ 

 １，１９８，５７０ 

   ６８７，２３５ 

   ３１５，７０４ 

   １９５，６３１ 

         ０ 

         ０ 

         ０ 

   １０１，８１３ 

         ０ 

    ８８，８５８ 

    １２，９５５ 

   ２７３，１８９ 

 

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 

 


